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 春日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条に基づき、平成１８年４月１日

現在での状況を次のとおり公表します。

 
１ 任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用

区 分 一般行政職 技能労務職 合 計

新規採用職員 １４（６）人 ０人 １４（６）人

再任用職員 ６（１）人 ０人 ６（１）人

※ （ ）内は女性の人数の内書

 
（２）職員の退職（平成１７年度）

区 分 一般行政職 技能労務職 合 計
定年退職 ５人 １人 ６人

その他の退職 ８人 ０人 ８人

 
（３）部門別職員数

 平成１８年度 平成１７年度 増減数

議会事務局 ６人 ６人 
市長事務部局 ３５１人 ３５２人 △１人

教育委員会 ８９人 ９０人 △１人

選挙管理委員会 ２人 ２人 
監査事務局 ３人 ３人 
農業委員会事務局 １人 １人 
合 計 ４５２人 ４５４人 △２人

※１７年度の教育委員会には、文化スポーツ振興公社職員１２人を含む。

※派遣職員２人は含まない。

 
２ 職員の給与

平成１８年度から、国家公務員の給与構造の改革に準じた給与制度に改定しました。

 
（１）一般行政職の級別職員数

平成１７年度

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 7級 8級 ９級

職務内容 主事・技師 主任 主査 係長・主査
課長補佐

統括係長
課長 部長

職員数 2人 12人 27人 76人 30人 71人 75人 33人 10人
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平成１８年度

級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 7級 

職務内容
主事

技師
主任

主査

主任

係長

主査

課長補佐

統括係長
課長 部長

職員数 28人 26人 103人 68人 72人 34人 10人
 
（２）職員の平均年齢、平均給料及び平均給与月額

 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 ４２．０歳 ３４０，９６７円 ３９１，６８２円
技能労務職 ５４．６歳 ３９９，５１０円 ４３７，８４４円

 
（３）職員の初任給

区  分 初 任 給

大学卒 １７０，２００円
一般行政職

高校卒 １４２，８００円

技能労務職 高校卒 １４０，３００円

 
（４）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額

区  分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年
大学卒 ２７１，７００円 ３２８，９８０円 ３８６，３００円

一般行政職
高校卒 ２３５，７００円 該当者なし ３２７，５００円
高校卒

技能労務職
中学卒 

該当者なし

 
（５）職員の手当（月額）

ア 扶養手当

配偶者 １３，０００円

扶養親族たる子、

父母等

２人まで               ６，０００円

配偶者を扶養していない場合の１人  ６，５００円

配偶者がいない場合の１人     １１，０００円

その他１人につき           ５，０００円

１５歳から２２歳までの子       ５，０００円加算

 
イ 地域手当 （給料＋扶養手当）×６％

地域手当に関する経過措置

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
６％ ６％ ５％ ４％ ３％
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ウ 住居手当

借家・借間
月額１２，０００円を超える家賃を支払っている場合に支給する。

上限２７，０００円

自己所有 ６，５００円

 
エ 通勤手当

交通機関利用者 運賃等相当額（上限５５，０００円）
交通用具利用者

片道の距離 額 片道の距離 額

１～２km ３，５００円 １１～１５km １６，５００円

２～３km ５，０００円 １５～２０km １９，５００円

３～４km ６，５００円 ２０～２５km ２２，５００円

４～５km ８，０００円 ２５～３０km ２５，５００円

５～７km １０，０００円 ３０～３５km ２８，５００円

７～９km １２，５００円 ３５～４０km ３１，５００円

９～１１km １４，５００円 ４０km以上 ３４，５００円

※ 通勤経路は、合理的かつ最短距離

 
オ 特殊勤務手当

徴収手当 月額 ６，０００円

社会福祉業務手当 月額 ５，０００円

消防業務手当 月額 ２，５００円

行旅病人取扱 １人 １，０００円

死人取扱 １人 ２，０００円

 
カ 管理職手当 給料 × 率

職 部長職 課長職 保育所長

率 １６％ １２％ １０％

 
キ 管理職員特別勤務手当

管理職の休日出勤に支給：勤務１回につき８，０００円以内

職 部長職 課長職 保育所長

額 ８，０００円 ６，０００円 ４，０００円
 
ク 時間外勤務手当、休日勤務手当

平成１７年度決算額 １０１，０５７，０１７円

※文化スポーツ振興公社職員を含む。
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ケ 期末手当、勤勉手当 （給料＋地域手当＋扶養手当）×率

 ６月 １２月 計

期末手当の率 １．４   １．６   ３．００

勤勉手当の率 ０．７２５ ０．７２５ １．４５

計 ２．１２５ ２．３２５ ４．４５

 
職務の級による加算措置

３級 ４級・５級 ６級・７級

５％ １０％ １５％

 
３ 勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間

ア １週間の勤務時間 ３８時間４５分

イ 勤務時間の割振り

勤務時間 午前８時３０分から午後５時まで

休息時間 午後０時から午後０時１５分まで

休憩時間 午後０時１５分から午後１時まで

 
（２）休暇

年次休暇 労働基準法に基づく有給休暇で、１年度につき２０日を付与。翌年度

に２０日を上限として繰り越しできる。

平成１７年度の平均取得日数は約１３日です。

病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務がやむ得な

いと認められる場合に取得できる休暇

特別休暇 規則で定められた特別な事由により取得できる休暇

主な特別休暇は次の通り

・選挙権等の公民権の行使 ・証人等として官公署への出頭

・骨髄提供者となる場合  ・ボランティア活動に参加する場合

・結婚          ・職員の分娩

・乳児の授乳等を行う場合 ・妻が出産する場合

・妻の出産に伴い乳幼児を養育する場合

・子の看護        ・忌引

・父母の祭日       ・夏期における休暇

・通信教育の授業に出席する場合

介護休暇 職員の配偶者、父母、子等の規則で定める者が、負傷、疾病、老齢に

より日常生活を営むのに支障がある場合に取得できる休暇

平成１７年度に取得者はいません。
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（３）育児休業（平成１７年度）

   
 

育児休業

取得者 うち両休業取得者

部分休業

取得者

男性職員 ０人 ０人 ０人 ０人

女性職員 ９人 ０人 ０人 ０人

計 ９人 ０人 ０人 ０人

 
４ 分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分

分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図るために行う処分の

ことです。

 
平成１７年度の分限処分者数

区  分 降任 免職 休職 降給 計

勤務実績がよくない場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人
心身の故障の場合 ０人 ０人 １２人 ０人 １２人
職に必要な適正を欠く場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人
廃職又は過員を生じた場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人
刑事事件に関し起訴された場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

計 ０人 ０人 １２人 ０人 　１２人

 
（２）懲戒処分

懲戒処分とは、職務上の義務違反など公務員としてふさわしくない非行がある場合に、

公務における規律と秩序を維持するために行う処分（制裁）のことです。

 
平成１７年度の懲戒処分者数

区  分 戒告 減給 停職 免職 計

法令に違反した場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人
職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行があった場合 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人

計 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人
 
５ 服務の状況

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たって

は、全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。また、職員には、法令

等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専
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念する義務、政治的行為の制限といった服務を遵守することが求められています。

春日市では、必要に応じて服務規律の徹底を図るため綱紀粛正の通知等を行い、その徹

底を図っています。

（１）職務に専念する義務の免除の状況（平成１７年度）

職務に専念する義務の特例に関する条例により、研修を受ける場合、厚生に関する計画の

実施に参加する場合など、職務に専念する義務が免除されることがあります。

 
項    目 内 容

職務に専念する義務の免除年間件数 ２２６件

 
（２）営利企業等の従事の許可状況（平成１７年度）

職員は、許可を受けなければ、営利企業の役員になったり、報酬を得ていかなる事業や事

務に従事したりすることはできません。

ただし、職務の遂行に支障、悪影響がなく、地方公務員としての信用を傷つけるおそれが

ない場合は、許可されることがあります。

 
項 目 内 容

営利企業等の従事の許可件数 ０件

 
６ 研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員研修の状況（平成１７年度）

総事業費 ４，０６２，０００円

 主な内容・派遣先 コース・回数 受講人数

自主開催

研修

プレゼンテーション研修

政策形成能力養成研修など

６コース

（２８回）
５３１人

派遣研修
福岡県市町村職員研修所

全国市町村職員中央研修所など

５５コース

（５５回）
１５１人

合 計 
７１コース

（８３回）
６８２人

 
（２）勤務成績の評定状況

職員の日常の仕事ぶりや勤務態度を通じて、勤務成績を評価し、昇任や配置等の人事管理

に活用しています。

 
７ 福祉及び利益の保護の状況

（１）厚生制度

地方公共団体は、地方公務員法の規定により、職員の保健、元気回復その他厚生に関する

事項について計画を立て、実施しなければならないことが定められています。
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ア 職員互助会

職員互助会は、会員の福利厚生に関する事業の実施、相互扶助及び親睦を図ること

を目的としており、会員の掛金及び市助成金で運営しています。

主な事業として福利増進事業、厚生事業、慶弔事業等を行っています。

 １７年度決算 １８年度予算

会員の掛金  ９，６７１，０５４円  ９，７７５，０００円
市の助成金 １９，７５７，９００円 １３，６８６，０００円
 

イ 職員の健康管理

職員の健康を確保するため、健康診断を実施しています。

 
平成１７年度の状況

受診者数 要精密者

４２９人 １８５人

 
ウ 共済制度

職員の共済制度は、福岡県市町村職員共済組合に加入し、共済組合が短期給付（医療）、

長期給付（年金）、福祉事業（健康保持増進事業、貸付事業など）を行っています。

 
（２）公平委員会の状況

職員は、全体の奉仕者という立場から労働基本権の一部が制限されています。このため、

市に対して中立的な機関である公平委員会に対して、身分上及び経済上の権利・利益の保護

を求めることができるようになっています。

春日市は、筑紫野市、大野城市、太宰府市、那珂川町等と共同して筑紫公平委員会を

設置しています。その権限は次の通りです。

ア 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及

び必要な措置を執ること。

イ 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する採決又は決定すること。

ウ その他職員の苦情を処理すること。

 
平成１７年度の状況

業   務 件数

勤務条件に関する措置の要求 ０件

不利益処分に関する不服申立て ０件

苦情の処理 ０件
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（３）公務災害・通勤災害の状況（平成１７年度）

職員が、公務中または通勤中に被災した場合は、その災害によって受けた傷病について治

療費等が補償されます。

項  目 件 数

公務災害発生件数  ３件

通勤災害発生件数  ０件

 


